
備品借用書 

 

紀宝町社会福祉協議会長 様 

令和  年  月  日 

 

借用団体名：              

 

借用責任者：              

（連絡先    －  －  ） 

 

下記のとおり借用したいので申請します。 

 

 

 ※１回の使用期間は、原則として貸出日から返却日までの１週間以内とする。 

 ※使用する１か月前までは受理しない。 

 ※備品を過失等により破損等させた場合は、修復をしなければならない。 

 

借用 

物品名 

  

立会職員 

借用期間 

貸出日 令和  年 月 日 から  

返却日 令和  年 月 日 まで  

借用目的 

  


